
令和７年度補正予算 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業 のうち

なたね関係対策の概要

事業実施主体

なたねのダブルロー品種の安定生産を図るため、品種転換時に他品種との交雑
を防止する取組を支援します。

事業実施年には種するなたねの面積に占めるダブルロー品種の
割合を100%とする

3,000円/10a
＜補助対象面積＞
①事業実施年にダブルロー品種以外のなたねを生産した地区:
事業実施年には種するなたねを全てダブルロー品種に転換す
る際に、なたねの野良生え対策を実施する面積

②種子生産地区：なたねの野良生え対策を実施する面積
※事業実施地区において、事業実施年に収穫したなたねの面積を上限とする

成果目標

支援内容
・補助率

事業実施主体 農業者の組織する団体 等

なたねの安定生産を図るため、湿害対策等の技術を新たに導入する取組を支援します。

・10ａ当たりの収量を都府県の直近７中５平均以上
・10ａ当たりの収量を直近７中５平均と比較して２％以上増加

２．安定生産技術の導入

①技術講習会・栽培実証
＜補助率＞ 10/10以内（補助金の上限：300万円）

②湿害対策技術の導入
・3,000円/10a
（無材穿孔暗渠、有材補助暗渠、全層心土破砕に取り組む場合）
・2,000円/10a
（小畦立て播種、弾丸暗渠、心土破砕、反転耕起 等）
＜補助対象面積＞ 新たに湿害対策を導入する面積

③湿害対策技術の導入に必要な農業機械等の導入
＜補助率＞ 1/2以内（補助金の上限：1,000万円/台）
＜補助対象機械の例＞
穿孔暗渠機、有材補助暗渠機、全層心土破砕機、
小畦立て播種機、弾丸暗渠機、サブソイラ、ボトムプラウ 等
※同一ほ場で対象となる湿害対策が重複する場合は、①、②、③のいずれかを選択。

１．なたねの品種転換に係る交雑防止対策

支援内容
・補助率

成果目標

農業者の組織する団体 等



取組要件等については、農林水産省Webページ掲載の「畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事
業交付等要綱」等にてご確認願います。https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/index.html

４．畑作物の新規需要拡大

事業実施主体 農業者の組織する団体、協議会（※） 等
※ 地方公共団体、実需者、農業者等で構成するコンソーシアム

産地と実需が連携した国産なたねの新規需要拡大の取組を支援します。

成果目標

補助率

・連携先の実需における国産なたねの使用量を２％以上増加また
は２ポイント以上増加

・国産なたねを活用した新商品を１つ以上開発 等

①の取組：10/10以内、②、③の取組：1/2以内
（補助金の上限：1,000万円）※①のみの場合は500万円

３．複数年契約取引
なたねの安定供給を図るため、複数年の契約取引を拡大し実需者等と結び付いた
供給体制を強化する取組を支援します。

事業実施主体 農業者の組織する団体 等

成果目標 ・なたねの複数年契約取引先を１者以上増加
・なたねの出荷量のうち複数年契約取引数量の割合を２ポイント
以上増加

支援内容 ・1,000円/10a
・補助対象面積：新たな複数年契約取引数量に係る面積

支援内容 ①国産なたねに係るニーズ調査
・国産なたねの新たなニーズ把握のための消費者や企業への
マーケティング調査等に要する経費。

②国産なたねを活用した新商品の開発
・国産なたねを活用した新商品の開発に要する経費（試作品の
原材料費、成分分析費、コンサルタント料等）

③販路拡大のためのマッチング・PR
・国産なたねを活用した新商品の販路拡大に必要な見本市、展
示会、商談会等の開催、開発した商品の広告宣伝、表示の変更、
PR・プロモーション資材作成等に要する経費。

補助対象面積＝
 事業実施年産の複数年契約取引数量－事業実施前年産の複数年契約取引数量

 地域のなたねの平均単収

（※）

※ 出荷実績数量
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